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H27.10月

H28.12月

H29.12月

【ステージ１】

【ステージ２】

【ステージ３】

【ステージ４】

課題① 福祉に関する将来像（ビジョン）の区民・関係機関・団体等との共有

策定検討期

計画発展期

「将来像を共有するため

のツール（計画等）」が

ない

計画やビジョンが区民

や区内関係者の間で共

有され、計画等を核とし

て区政が効果的に運営

されている

状
態

区内の福祉水

・区内の福祉ニーズの変

化を踏まえた計画やビ

ジョンの改訂 等

取
組
（例
）

・昨年度2区あった策定検討期の区はなくなり、全ての区が策定作業期以上のステージとなっています。

・「福祉に関する将来像（ビジョン）（区地域福祉計画等）は、区の実情や特性に応じた、地域福祉を推

進するための中心的な計画です。

・区地域福祉計画等を区民や福祉サービス事業者、地域団体など区内の関係機関・関係団体・関係者

との間で共有することが、区政運営を考えるにあたり非常に重要であり、早期に全ての区で策定される

よう引き続き支援を行います。

・また、計画実施期の区については、引き続き区地域福祉計画等を核とした区政が効果的に運営され

るよう、また、区政の福祉ニーズの変化を踏まえた区地域福祉計画等の改定が行えるよう支援を行い

ます。

策定作業期

計画やビジョンの策定に

向けて、策定委員会等

を構成し策定作業が進

められている

策定された計画やビジョ

ンに基づき施策・事業が

進められている

計画実施期

福祉分野における「各区の特色ある自律した区政運営」の発展プロセス
【 イメージ 】

・計画やビジョンの区内周

知

・記載事業等の実施

・計画等の進捗管理体制

の構築 等

・区内の福祉ニーズの把

握

・策定委員会等の設置

・素案の作成

・パブコメの実施

・区政会議での承認 等

・計画やビジョン策定に

向けての機運の醸成

・区役所内での策定の意

思形成 等

取組の現状、今後の方向性等
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H27.10月
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H29.12月

課題② 福祉施策・事業の実施に係るＰＤＣＡサイクルの確立

【ステージ１】

【ステージ２】

【ステージ３】

試行実施期

PDCA稼働期

PDCA確立期

検討期

区内の福祉ニーズを踏

まえた、区独自の福祉

施策・事業を検討してい

る

区独自の施策・事業を

実施しているが、事業効

果等の検証はできてい

ない

実施した施策・事業に対

する検証を行っている

（PDCAサイクルが稼働）

施策・事業の実績の検

証を踏まえた見直しを

行うことで、事業効果が

一層向上するという、好

循環サイクルが実現し

ている

状
態

区内の福祉水準

取
組
（例
）

・大半の区において、PDCAサイクルが稼動し、一部の区においては事業の実績の検証を踏まえた見直

しや新規事業の実施を行うなど着実に好循環サイクルが実現してきています。

・行政運営においては、限られた職員・予算の中で業務を見直し、無駄を無くすことによって、様々な環

境の変化に対応しながら、市民サービスの維持・向上を図ることが求められています。

・今後、特に事業効果等の検証が十分にできていない試行実施期の区を中心に、早期にPDCAサイクル

を確立できるよう支援を行います。

・施策・事業の実績の検

証に基づく事業内容や事

業者等の見直しの実施

等

・施策・事業の評価指標

の検討

・評価体制の構築

・評価作業の実施 等

・施策・事業の適正な実

施（公募・選定・要綱制定、

契約、支出、精算等）

・区内の福祉ニーズの把

握

・事業の企画立案に係る

情報収集、検討 等
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H29.12月

H28.12月

H27.10月

H26.12月

【ステージ１】

【ステージ２】

【ステージ３】

構築期

検討期

稼働期

地域支援システムの再

構築について検討され

ていない

地域支援システムの再

構築についての検討作

業や、関係機関等との

調整が進められている

構築された新たな福祉

システムが稼働し始め

ているが、各部分の連

携・協働は不十分

状
態

【ステージ４】

新たな福祉システムが

区内の関係機関等に充

分に定着し、各部分が

有機的に連携・協働して

いる

発展期

区内の福祉水準

課題③ 区民・関係機関・団体等との連携・協働を可能とする福祉システムの構築

・新たな福祉システムによ

る連携・協働の効果の検

証と、必要に応じた改善

等

取
組
（例
）

・昨年度1区あった検討期の区はなくなり、全ての区が構築期以上のステージとなっています。

・身近な地域で取り組んでいる地域福祉活動を通じて把握された、地域課題やニーズについて、住民同士

で共有し、話し合い、地域全体で解決に向け取り組むことが大切です。

・また、複雑化・多様化・深刻化する福祉課題に対して、各機関が単独で行える支援には限界があり、連

携・協働するためのしくみが不可欠です。

・さらに、地域の取り組みのみで解決することが困難な課題については、行政の施策につなぐしくみが重要

となるため、福祉システムの構築が求められます。

・新たな福祉システムにお

ける各機関の役割等の周

知徹底

・新たな福祉システムに

基づく連携・協働実践の

蓄積 等

・新たな福祉システムを稼

働させるための事業（推進

員の再構築等）の設計

・各機関の役割整理

・新たな福祉システム図の

作成 等

・地域支援システムの再

構築に向けての機運の醸

成

・区役所内での再構築の

意思形成 等
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H28.12月

H29.12月

H26.12月

H27.10月

【ステージ１】

【ステージ２】

【ステージ３】

事業連携期

課題検討期

協定締結期

区社協との協定を締結

したが、その後協定に

基づく協議や事業等に

係る連携は行われてい

ない

区社協との間で、交付

金事業や委託事業に関

する連携が行われてい

る

区社協との間で、地域

の実情や課題を分析し、

課題の共有に向けた

協議が行われている

課題④ 区社協との連携による区内の地域福祉力の向上

区内の福祉水

準

・地域へのアンケート等

意見集約

・各事業での意見、課題

集約

・課題の共有を図る協議

・計画やビジョンの策定等

に係る協議

取
組
（例
）

・交付金事業（地域の福

祉活動支援やﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

ﾋﾞｭｰﾛｰ、ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ等）に

係る連携・協働

・委託事業等（ﾊﾟｲﾛｯﾄ事業

等）に係る連携・協働 等

・協定に基づく協議の開

催に係る調整 等

・全体的にステージがあがっており区社協との連携が深まっています。

・区社協は、住民による小地域の福祉活動をサポートし、また、区内の社会福祉事業者等を束ねる中間

支援組織としての役割を果たしています。

・区社協が有する中間支援組織としての知見やネットワークを活かし、地域福祉を推進する取り組みを

区社協と協働して取り組むことが必要です。
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【ステージ４】

区社協との間で、福祉

分野における区政運営

の方向性や施策・事業

構築に関する協議が行

われている

・新たな施策・事業の企画

等に係る協議

・区内福祉関係機関・団

体との連携に係る調整

等
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取組の現状、今後の方向性等


